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当 面 の 授 業 と 学 校 運 営 に つ い て（お知らせ） 

 

 薫風の候、保護者の皆様におかれましてはご健勝のことと存じます。臨時休業期間におけるご

理解とご協力に、心から感謝いたします。児童の学校での学びを保障するために、本日より午前

のみの授業ではありましたが学校を再開いたしました。１年生は初めての給食でした。仲間と一

緒の食事はとてもおいしかったようで、笑顔がたくさん見られました。 

 さて、臨時休業により児童の学習予定に遅れが生じています。皆様のご支援を得ながら家庭で

取り組むとともに、登校日の指導などを通じてできる限りの対応を講じてきたものの、小学校で

は教員の直接指導が特に重要であるため、今後は授業の実施を最優先した学校運営を進めること

で学びの保障に努めて参ります。 

 つきましては、下記により指導を進めて参りますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

記 

１ ６・７月の授業（週日課）について 

授業時数確保のため、当面は下記の週日課を原則に学校を運営いたします。 

 

２ 学校運営について 

（１）めざす学校づくりを児童とともに進めるため、児童会（委員会活動）については、これま

で同様に活動時間を時間割に位置づけて指導を進めます（金曜日の６校時：隔週）。 

（２）５月１５日に市教委より通知があり、今年度は水泳の授業を実施しないこととなりました。

これにより、予定していた「スイミングクラブ講師による授業」も中止いたします。学習指

導要領には〔１・２年〕、〔３・４年〕、〔５・６年〕の２年間の枠で当該学年の目標をめ

ざして履修するとされていますので、令和３年度に指導いたします。 

（３）４～６年生が参加する「クラブ」は、希望調査を経て２学期からスタートします。 

（４）当面は、教育活動を支えるために必要な方及び学校関係者以外の皆さんの来校（校舎内出

入り）を原則ご遠慮いただき、感染拡大防止に努めます。 
 

３ その他 

不明な点やご相談等があれば、各学級担任または下記の担当者までお知らせください。 

 

 

 

学 年 授 業 時 数 備 考 

１年生 原則として 月５・火４・水５・木５・金５  

２年生 原則として 月５・火５・水５・木５・金６ 下校する時刻が学年で異

なる日があります。 ３年生 原則として 月５・火６・水６・木６・金６ 

４年生 原則として 月６・火６・水６・木６・金６  

５年生 原則として 月６・火６・水６・木６・金６  

６年生 原則として 月６・火６・水６・木６・金６  

担当 東根市立高崎小学校 

   教頭  阿部 玲子 

   ℡ ４４－２３２０ 


